
不
当
な
保
全
処
分
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
と
そ
の
審
理

栗

田

陸

雄

一

問
題
の
所
在

二

ド
イ
ツ
法
の
概
要

㈠

責
任
原
因

㈡

主
張
の
方
法

㈢

責
任
要
件

㈣

損
害
賠
償
請
求
の
裁
判
官
に
対
す
る
拘
束

三

検
討

日
本
法
へ
の
示
唆

一

問
題
の
所
在

仮
差
押
命
令
ま
た
は
仮
処
分
命
令
が
、
保
全
手
続
上
の
異
議
も
し
く
は
上
訴
手
続
に
よ
り
、
そ
の
実
体
的
要
件
（
被
保
全
権
利
及

び
保
全
の
必
要
性
）
を
欠
く
も
の
と
判
断
さ
れ
て
取
り
消
さ
れ
た
り
、
本
案
訴
訟
等
で
被
保
全
権
利
の
存
在
が
否
定
さ
れ
た
場
合
、

そ
の
保
全
命
令
な
い
し
執
行
に
よ
っ
て
損
害
を
被
っ
た
保
全
命
令
の
債
務
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
が
発
生
す
る
。
債
務
者
は
、
そ
の
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損
害
の
賠
償
を
、
債
権
者
に
対
し
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
国
家
に
対
し
て
も
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
損
害
賠
償

請
求
権
の
法
的
性
質
及
び
根
拠
等
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
議
論
が
あ
る
。

不
当
な
仮
執
行
に
基
づ
く
無
過
失
損
害
賠
償
責
任
を
規
定
し
た
旧
民
訴
法
一
九
八
条
二
項
（
現
行
二
六
〇
条
二
項
）
の
規
定
に
な

ら
い
、
同
種
の
規
定
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、

強
制
執
行
法
案
要
綱
案
（
第
一
次
試
案
・
昭
和
四
六
年
及
び
第
二
次
試
案
・
昭

和
四
八
年
）、
昭
和
五
八
年
の

仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
の
命
令
及
び
手
続
に
関
す
る
検
討
事
項

に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き

た
が
、
結
局
、
無
過
失
責
任
の
導
入
に
つ
い
て
各
界
の
見
解
が
分
か
れ
、
成
案
を
得
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
六
一
年

の

仮
差
押
及
び
仮
処
分
制
度
に
関
す
る
改
正
試
案

に
お
い
て
、
損
害
賠
償
は
、
原
状
回
復
の
裁
判
の
一
部
と
し
て
規
定
さ
れ
た

が
、
そ
の
部
分
は
国
会
の
審
議
に
お
い
て
削
除
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
不
当
な
保
全
命
令
に
基
づ
く
損
害
賠
償
に
関
す
る
問
題
状

況
は
、
平
成
元
年
の
民
事
保
全
法
制
定
以
降
も
引
き
続
き
存
在
し
て
い
る
。

慶
應
義
塾
大
学
の
民
事
訴
訟
法
研
究
会
は
、

仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
の
命
令
及
び
手
続
に
関
す
る
検
討
事
項

及
び

仮
差
押

及
び
仮
処
分
制
度
に
関
す
る
改
正
試
案

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
研
究
会
を
開
催
し
、
意
見
書
を
作
成
し
て
提
出
し
た
が
、
坂
原
教
授

は
、
そ
の
際
に
と
り
わ
け
改
正
試
案
に
関
す
る
研
究
会
の
責
任
者
と
し
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
さ
れ
た
。
本
稿
は
、
上
記
の
問
題

中
、
右
検
討
事
項
に
対
す
る
研
究
会
で
も
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
損
害
賠
償
訴
訟
と
本
案
訴
訟
な
い
し
保
全
訴
訟
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

ド
イ
ツ
法
と
の
比
較
の
視
野
か
ら
若
干
の
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
と
本
案
訴
訟
の
関
係
で
は
、

損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
本
訴
に
お
い
て
、
被
保
全
権
利
に
つ
い
て
、
原
告
が
訴
訟
中
の
訴
え
と
し
て
中
間
確
認
の
訴
え
を
提
起
す
る
、

ま
た
は
被
告
が
反
訴
を
提
起
す
る
訴
訟
形
態
が
あ
り
、
こ
の
点
で
も
、
坂
原
教
授
が
提
唱
さ
れ
た

黙
示
に
よ
る
中
間
確
認
の
訴

え

の
理
論
が
関
係
し
て
い
る
。

法学研究 83 巻 1 号（2010 : 1）

282



二

ド
イ
ツ
法
の
概
要

㈠

責
任
原
因

ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
こ
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
一
八
七
七
年
の
民
事
訴
訟
法
制
定
以
降
、
一
般
不
法
行
為
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
た
が
、
民
訴
法
の
改
正
に
よ
っ
て
無
過
失
責
任
が
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
民
訴
法
に
お
け
る
右
規
定
の
成
立
及
び

そ
の
後
の
学
説
の
動
向
を
素
描
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
民
訴
法
九
四
五
条
前
段
は
、
債
権
者
は
、
仮
差
押
命
令
ま
た
は
仮
処
分
命
令
が
当
初
か
ら
不
当
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ

た
場
合
に
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
べ
き
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
仮
執
行
宣
言
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
関
す
る
民

訴
法
七
一
七
条
二
項
の
規
定
と
平
行
関
係
を
有
し
、
両
者
に
関
す
る
議
論
は
重
な
り
合
う
部
分
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
一
八

九
八
年
の
改
正
に
基
づ
く
が
、
そ
れ
以
前
に
は
、
不
当
な
仮
執
行
ま
た
は
不
当
な
保
全
命
令
の
問
題
は
、
ラ
ン
ト
法
上
の
特
則
が
存

在
し
な
い
限
り
で
、
一
般
不
法
行
為
法
に
従
っ
て
取
り
扱
わ
れ
た
。
他
方
、
新
設
さ
れ
た
規
定
に
よ
る
と
、
保
全
命
令
発
令
後
に
そ

の
実
体
的
要
件
の
不
存
在
が
証
明
さ
れ
た
と
き
に
、
債
権
者
の
過
失
に
依
存
し
な
い
損
害
賠
償
責
任
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
よ
う
な
保
全
命
令
は
、
事
後
的
な
評
価
に
よ
り
遡
及
的
に
違
法
と
な
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
考
え
方
は
、
客
観
的
違
法
性

説
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
大
審
院
は
、
法
改
正
の
前
か
ら
客
観
的
違
法
説
を
採
用
し
、
改
正
の
審
議
に
お
い
て
も
こ
の
考
え
方
が
見
い

だ
さ
れ
る
。
し
か
し
、
連
邦
通
常
裁
判
所
と
な
っ
て
か
ら
は
、
客
観
的
違
法
性
は
、
危
険
責
任
の
要
件
で
は
な
い
と
い
う
見
解
が
浸

透
し
、
保
全
命
令
を
適
法
と
し
た
う
え
で
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
性
質
を
債
権
者
の
危
険
責
任
（G

efa
¨

h
rd

u
n
g
s
h
aftu

n
g

）
と
し

て
性
格
づ
け
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
適
法
に
発
令
さ
れ
た
保
全
命
令
を
、
事
後
的
な
評
価
に
よ
り
違
法
視
す
る
考
え
方
に
理
論

上
の
困
難
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
広
義
の
不
法
行
為
説
及
び
危
険
責
任
説
は
、
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
不

法
行
為
地
の
裁
判
籍
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
主
張
さ
れ
る
が
、
ほ
か
に
も
リ
ス
ク
責
任
説
（Risik

o
h
aftu

n
g

）、
犠
牲
に
基
づ
く
補

不当な保全処分に基づく損害賠償請求とその審理

283



償
責
任
説
（A

ufo
pfer

u
n
g
s
h
aftu

n
g

）
等
、
多
様
な
見
解
が
主
張
さ
れ
て
お
り
、
性
質
論
か
ら
具
体
的
な
帰
結
を
引
き
出
す
こ
と

は
で
き
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る

）
。

㈡

主
張
の
方
法

民
訴
法
九
四
五
条
前
段
に
基
づ
く
請
求
権
は
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
別
訴
、
本
案
訴
訟
に
お
け
る
相
殺
ま
た
は
反
訴
に
よ
り
主
張
さ

れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
直
接
の
規
定
は
存
在
し
な
い
が
、
本
案
訴
訟
に
お
け
る
付
随
的
申
立
て
を
認
め
る
見
解

）
も
あ
る
。
ま
た

こ
の
付
随
的
申
立
て
が
適
法
と
さ
れ
る
と
、
別
訴
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
主
張
は
、
二
重
起
訴
禁
止
に
服
す
る
も
の
と
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
付
随
的
申
立
て
が
実
務
で
実
際
に
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
ま
た
、
保
全
異
議
等
の
手

続
に
お
い
て
は
、
付
随
的
申
立
て
は
許
さ
れ
な
い

）
。
す
な
わ
ち
、
保
全
異
議
と
い
う
略
式
の
裁
判
手
続
に
お
い
て
は
、
損
害
賠
償
請

求
権
の
存
否
を
最
終
的
に
判
断
す
る
に
相
応
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

㈢

責
任
要
件

民
訴
法
九
四
五
条
に
よ
る
と
、
保
全
命
令
の
実
体
的
要
件
が
当
初
か
ら
存
在
し
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
場
合
に
、
当
該
の
保
全

命
令
は
当
初
か
ら
不
当
で
あ
る
。
法
文
は
、
被
保
全
権
利
と
保
全
の
必
要
性
を
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
多
数
説

）
は
、
保
全
の

必
要
性
の
不
存
在
を
被
保
全
権
利
の
不
存
在
と
同
様
に
扱
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
少
数
説

）
に
よ
る
と
、
被
保
全
権
利
が
存
在
す
る
場

合
に
は
、
保
全
の
必
要
性
の
不
存
在
は
、
損
害
賠
償
請
求
権
を
発
生
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
債
権
者
は
本
案
訴
訟
に

時
間
を
要
す
る
た
め
に
保
全
手
続
を
利
用
す
る
が
、
本
案
訴
訟
で
勝
訴
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
保
全
の
必
要
性
不
存
在
を
理
由
に
債

務
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
は
、
訴
訟
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
の
負
担
を
債
権
者
に
転
嫁
す
る
も
の
で
許
さ
れ
な
い

）
こ

と
に
な
る
。
被
保
全
権
利
は
存
在
す
る
が
、
保
全
の
必
要
性
が
存
在
し
な
い
場
合
に
発
生
す
る
損
害
と
し
て
は
、
信
用
毀
損
に
よ
る
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も
の
が
典
型
的
な
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
損
害
は
民
訴
法
九
四
五
条
の
問
題
で
は
な
く
、
一
般
の
不
法
行
為
責
任
に
よ
る

と
解
さ
れ
て
い
る

）
。

な
お
、
民
訴
法
九
四
五
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
保
全
命
令
自
体
で
は
な
く
、
そ
の
執
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
対

象
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
判
例
及
び
学
説
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る

）
。
ま
た
、
被
保
全
権
利
は
、
命
令
の
時
点
に
お
い
て
存
在

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
が
通
説

）
で
あ
る
が
、
実
体
的
権
利
状
態
と
の
調
和
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
執
行
の
時
点
で
あ
る
と

す
る
見
解
も
あ
る

）
。
し
か
し
、
保
全
命
令
発
令
時
を
基
準
と
す
る
限
り
、
保
全
命
令
発
令
時
に
は
被
保
全
権
利
が
存
在
し
て
い
な
か

っ
た
が
、
執
行
時
に
は
存
在
し
て
い
た
場
合
に
は
、
民
訴
法
九
四
五
条
に
基
づ
く
責
任
は
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る

）
。
ま
た
反
対
に
、

被
保
全
権
利
が
保
全
命
令
発
令
時
に
は
存
在
し
て
い
た
が
、
執
行
の
時
点
で
理
由
が
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、

議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
学
説
上
は
、
債
権
者
は
、
そ
の
執
行
が
実
体
的
権
利
状
態
と
矛
盾
し
か
つ
誤
っ
た
名
義

に
基
づ
い
て
執
行
し
た
場
合
に
本
条
の
責
任
を
負
担
す
る
。
し
か
し
、
債
権
者
は
、
被
保
全
権
利
の
消
滅
事
由
が
、
保
全
命
令
の
送

達
後
に
初
め
て
発
生
し
て
い
る
場
合
に
は
、
本
条
に
よ
ら
ず
、
過
失
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る

）
。

民
訴
法
九
四
五
条
の
要
件
が
充
足
さ
れ
る
限
り
、
債
権
者
は
、
過
失
に
依
存
し
な
い
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
。

㈣

損
害
賠
償
請
求
の
裁
判
官
に
対
す
る
拘
束

⑴

保
全
裁
判
所
の
裁
判
の
基
準
性

⒜
前

提

損
害
賠
償
請
求
は
、
保
全
命
令
が
異
議
・
上
訴
の
手
続
で
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
ま
た
は
本
案
訴
訟
に
お
い
て
請
求
棄
却
判
決
が

な
さ
れ
、
確
定
し
た
後
に
提
起
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
し
か
し
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
先
行
の
裁
判
が
存
在
し
な
い

場
合
で
も
、
債
務
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
損
害
賠
償
請
求
の
裁
判
官
は
、
保
全
の
実
体
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的
要
件
を
自
由
に
審
査
す
る
こ
と
が
で
き
る

）
。

⒝
保
全
命
令
を
取
り
消
す
裁
判

従
来
の
判
例

）
に
よ
る
と
、
保
全
裁
判
所
が
、
異
議
ま
た
は
上
訴
に
基
づ
い
て
被
保
全
権
利
な
い
し
は
保
全
の
必
要
性
を
当
初
か
ら

不
存
在
で
あ
る
と
判
断
し
て
保
全
命
令
を
取
り
消
し
た
と
き
、
そ
の
裁
判
は
、
損
害
賠
償
請
求
を
審
理
す
る
裁
判
官
を
拘
束
す
る
。

そ
の
際
、
大
審
院
判
例

）
は
、
取
消
し
の
事
実
の
み
で
な
く
、
保
全
命
令
の
実
体
的
要
件
の
不
存
在
の
判
断
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
り
、

連
邦
通
常
裁
判
所
も
こ
の
系
統
に
連
な
る
。
た
と
え
ば
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例

）
に
よ
る
と
、
保
全
異
議
等
の
手
続
で
債
権
者
が

欠
席
し
、
債
務
者
の
申
立
て
に
よ
っ
て
取
消
し
の
裁
判
が
な
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
裁
判
は
損
害
賠
償
請
求
の
裁
判
官
を
拘
束
し
な
い
。

ま
た
、
保
全
命
令
の
取
消
し
の
裁
判
が
、
損
害
賠
償
請
求
の
裁
判
官
と
異
な
る
法
的
見
解
に
依
拠
し
て
行
わ
れ
た
場
合
に
も
、
そ
の

裁
判
の
拘
束
力
が
認
め
ら
れ
る

）
。
な
お
、
疎
明
不
十
分
ま
た
は
訴
訟
要
件
の
欠
缺
を
理
由
と
す
る
保
全
命
令
取
消
し
の
裁
判
は
、
保

全
命
令
の
実
体
的
要
件
の
存
否
に
関
し
て
、
損
害
賠
償
請
求
の
裁
判
官
を
拘
束
し
な
い

）
。

本
案
訴
訟
に
お
い
て
請
求
認
容
の
判
決
が
下
さ
れ
た
が
、
保
全
異
議
等
の
手
続
に
お
い
て
被
保
全
権
利
の
不
存
在
を
理
由
に
保
全

命
令
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
保
全
取
消
し
の
裁
判
は
、
損
害
賠
償
請
求
の
裁
判
官
を
拘
束
す
る
と
の
判
決

）
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
判
決
に
対
し
て
は
、
本
案
訴
訟
と
保
全
手
続
の
関
係
を
誤
解
し
た
も
の
と
し
て
強
い
批
判

）
が
あ
る
。

通
説
は
、
判
例
と
同
様
に
、
保
全
命
令
が
取
り
消
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
請
求
の
裁
判
官
の
自
由
な
判
断
を
認
め

る
。
し
か
し
、
保
全
裁
判
所
が
、
異
議
ま
た
は
上
訴
に
基
づ
い
て
被
保
全
権
利
の
存
在
を
否
定
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
保
全
裁
判
所

の
裁
判
に
拘
束
力
を
認
め
る
。
ま
た
保
全
の
必
要
性
不
存
在
を
理
由
と
し
て
な
さ
れ
た
取
消
し
の
裁
判
に
も
、
同
様
に
拘
束
力
を
認

め
る
。
し
か
し
、
反
対
説
は
、
保
全
取
消
し
の
裁
判
に
は
、
本
案
の
判
決
が
下
さ
れ
る
ま
で
の
暫
定
的
な
基
準
性
の
み
を
付
与
す
る
。

そ
の
際
、
被
保
全
権
利
の
不
存
在
を
理
由
と
す
る
場
合
で
も
、
保
全
の
必
要
性
の
不
存
在
を
理
由
と
す
る
場
合
で
も
、
違
い
は
な
い
。

そ
の
根
拠
は
、
保
全
手
続
が
略
式
の
裁
判
で
あ
る
こ
と
で
あ
る

）
。
保
全
手
続
上
の
裁
判
は
、
形
式
的
に
確
定
し
た
場
合
で
も
、
後
訴
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に
対
し
て
既
判
力
の
作
用
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
略
式
の
裁
判
は
、
常
に
十
分
な
審
理
構
造
を
有
す
る
本
案
訴
訟

の
判
決
に
よ
っ
て
凌
駕
さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
不
正
競
争
法
上
の
特
殊
な
事
案
に
関
し
て
で
は

あ
る
が
、
そ
の
点
で
、
本
案
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
状
況
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
保
全
取
消
し
の
裁
判
に
基
準
性
を
付
与
す
る
見

解
）も

あ
る
。

⒞
保
全
命
令
を
確
証
す
る
裁
判

判
例
及
び
通
説
に
よ
る
と
、
保
全
裁
判
所
が
、
異
議
等
の
手
続
に
お
い
て
保
全
命
令
を
確
証
し
た
場
合
に
は
、
保
全
の
必
要
性
に

関
す
る
判
断
は
、
拘
束
効
を
持
つ
が
、
被
保
全
権
利
に
関
す
る
判
断
は
、
通
常
の
訴
訟
手
続
に
留
保
さ
れ
る
た
め
に
、
拘
束
効
を
有

し
な
い

）
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
首
尾
一
貫
し
な
い
と
い
う
批
判

）
が
あ
る
。

⒟
拘
束
効
の
根
拠

判
例
が
保
全
裁
判
所
の
判
断
に
拘
束
効
を
認
め
る
根
拠
と
し
て
は
、
訴
訟
経
済
が
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
特
異
な
見

解
と
し
て
、
保
全
訴
訟
が
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
と
比
べ
て
よ
り
事
案
と
の
近
さ
を
有
し
、
ま
た
時
間
的
に
近
接
し
て
い
る
と
い
う
理

由
で
、
そ
の
裁
判
に
拘
束
力
を
認
め
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
理
論
性
に
欠
け
る
点
で
、
強
い
疑
念
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る

）
。

通
説
は
、
保
全
裁
判
所
の
裁
判
に
拘
束
力
を
認
め
る
限
度
で
、
判
例
と
同
様
の
根
拠
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
反
対

説
は
、
保
全
手
続
と
本
案
訴
訟
の
関
係
と
し
て
前
者
を
後
者
に
対
し
て
一
種
の
中
間
的
裁
判
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
ま
た

保
全
手
続
の
裁
判
の
効
力
を
通
常
の
訴
訟
手
続
に
お
け
る
判
決
の
既
判
力
と
同
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
等
か
ら
、
そ
の
拘
束

力
を
否
定
す
る

）
。
理
論
上
は
、
反
対
説
が
、
直
接
実
定
法
を
根
拠
と
し
て
い
る
点
で
優
位
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑵

本
案
の
裁
判
の
基
準
性

⒜
前

提

債
務
者
は
、
保
全
命
令
の
取
消
し
の
裁
判
後
に
、
ま
た
は
直
接
に
損
害
賠
償
請
求
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、
本
案
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訴
訟
が
係
属
し
て
い
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
あ
る
。
判
例
に
よ
れ
ば
、
損
害
賠
償
請
求
の
裁
判
官
は
、
保
全
裁
判
所
の
裁
判

に
一
定
限
度
で
拘
束
さ
れ
つ
つ
、
本
案
訴
訟
の
存
在
を
考
慮
し
て
裁
判
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
保
全
の
必
要
性
不
存
在
を
理
由

と
す
る
取
消
し
の
裁
判
が
先
行
し
て
い
る
場
合
、
損
害
賠
償
請
求
の
裁
判
官
は
、
被
保
全
権
利
の
存
在
を
認
定
し
た
と
き
に
も
、
ま

た
本
案
訴
訟
に
お
い
て
請
求
認
容
の
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
と
き
に
も
、
判
例
及
び
通
説
の
文
脈
で
は
、
保
全
の
必
要
性
不
存
在
の

裁
判
に
拘
束
さ
れ
て
、
請
求
認
容
の
判
決
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
を
肯
認
す
る
連
邦
通
常
裁
判
所
の
裁

判
）が

存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
損
害
賠
償
請
求
に
関
す
る
裁
判
は
、
実
体
法
と
重
大
な
評
価
矛
盾
に
陥
る
こ
と
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
も
と
も
と
債
務
者
の
履
行
遅
滞
に
基
づ
い
て
保
全
命
令
が
発
令
さ
れ
、
か
つ
被
保
全
権
利
の
存
在
が
確
定
さ
れ
て

い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
保
全
の
必
要
性
が
存
在
し
な
い
と
い
う
理
由
で
損
害
賠
償
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
は
、
実
体
法
秩
序
と
背
反

す
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
保
全
の
必
要
性
不
存
在
を
理
由
と
す
る
取
消
し
の
裁
判
に
拘
束
力
を
認
め
な
い
場

合
で
も
、
保
全
の
必
要
性
が
損
害
賠
償
請
求
権
の
要
件
と
さ
れ
る
限
り
は
、
不
可
避
的
に
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
損
害
賠
償
請
求
の

裁
判
官
が
、
被
保
全
権
利
の
存
在
を
認
定
し
つ
つ
、
保
全
の
必
要
性
の
不
存
在
を
認
定
す
る
と
、
請
求
認
容
の
判
決
に
至
ら
ざ
る
を

え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
に
は
、
損
害
賠
償
請
求
の
前
提
と
し
て
保
全
裁
判
所
ま
た
は
本
案
の
裁
判
所
の
取
消
し
を
要
求

す
る
も
の
が
あ
る

）
。

⒝
本
案
判
決

判
例
及
び
通
説
に
よ
る
と
、
本
案
訴
訟
に
お
い
て
請
求
棄
却
の
判
決
が
確
定
し
て
い
る
場
合
、
損
害
賠
償
請
求
の
裁
判
官
は
、
当

該
判
決
の
既
判
力
に
拘
束
さ
れ
る
（
民
訴
法
三
二
二
条
一
項
）。
し
か
し
、
本
案
判
決
が
事
実
審
の
口
頭
弁
論
の
終
結
時
点
を
基
準
時

と
す
る
こ
と
か
ら
、
債
権
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
の
訴
訟
に
お
い
て
、
被
保
全
権
利
が
保
全
命
令
発
令
の
時
点
で
存
在
し
た
と
主
張

す
る
こ
と
が
で
き
る

）
。
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な
お
本
案
訴
訟
が
訴
訟
判
決
で
終
了
し
た
場
合
、
損
害
賠
償
請
求
の
裁
判
官
は
、
被
保
全
権
利
に
つ
い
て
独
自
に
判
断
す
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
本
案
訴
訟
が
訴
訟
終
了
宣
言
で
終
結
し
た
場
合
は
、
確
定
判
決
と
同
様
に
扱
わ
れ
る

）
。

保
全
の
必
要
性
が
問
題
と
な
る
場
合
、
保
全
裁
判
所
の
裁
判
が
存
在
し
て
い
る
場
合
に
は
、
通
説
及
び
判
例
に
よ
る
と
、
損
害
賠

償
請
求
の
裁
判
官
は
、
そ
の
裁
判
に
拘
束
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
独
自
に
保
全
の
必
要
性
に
つ
い
て
判
断
す

る
こ
と
に
な
る
。
保
全
の
必
要
性
は
、
本
案
訴
訟
で
は
審
理
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
反
対
説
に
よ
れ
ば
、
損
害
賠
償
請

求
の
裁
判
官
は
、
保
全
裁
判
所
の
裁
判
が
存
在
し
て
い
る
場
合
で
も
、
保
全
の
必
要
性
に
つ
い
て
独
自
に
判
断
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。

⒞
訴
訟
の
並
行

本
案
の
裁
判
と
損
害
賠
償
請
求
の
訴
訟
が
並
行
す
る
場
合
、
判
例
及
び
通
説
が
ど
の
よ
う
に
し
て
損
害
賠
償
請
求
の
訴
訟
進
行
を

図
る
の
か
は
、
判
然
と
し
な
い
。
可
能
性
と
し
て
は
、
損
害
賠
償
請
求
の
裁
判
官
は
、
迅
速
性
を
重
ん
じ
て
本
案
訴
訟
と
無
関
係
に

手
続
を
進
行
さ
せ
る
か
、
ま
た
は
法
的
確
実
性
を
重
視
し
て
本
案
訴
訟
の
裁
判
を
顧
慮
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
学
説
上
、
本
案

の
裁
判
が
存
在
す
る
限
り
、
た
と
え
未
確
定
で
あ
っ
て
も
、
損
害
賠
償
請
求
の
裁
判
官
は
、
被
保
全
権
利
に
つ
い
て
審
理
す
べ
き
で

な
い
と
い
う
見
解

）
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
本
案
訴
訟
が
別
訴
に
対
し
て
先
決
関
係
に
立
つ
と
こ
ろ
、
事
後
的
な
論
理

的
矛
盾
の
発
生
を
あ
ら
か
じ
め
防
止
す
る
必
要
性
に
あ
ろ
う
。
ま
た
本
案
訴
訟
で
被
保
全
権
利
に
つ
い
て
上
訴
す
る
こ
と
な
く
損
害

賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
そ
れ
を
争
う
こ
と
は
、
上
訴
の
体
系
を
乱
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
案
訴
訟
に
お
け
る
上
訴
体
系
を
乱
す
と

い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
損
害
賠
償
請
求
の
裁
判
官
は
、
民
訴
法
一
四
八
条
に
基
づ
き
、
他
の
訴
訟
の
完
結
す
る
ま

で
弁
論
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
そ
れ
に
伴
っ
て
、
裁
判
官
は
、
二
重
起
訴
禁
止
の
法
理
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
本

案
に
お
け
る
付
随
帯
申
立
て
ま
た
は
反
訴
の
提
起
を
示
唆
す
べ
き
で
あ
る

）
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
に
よ
る
と
き
は
、
損
害

賠
償
訴
訟
に
お
け
る
従
前
の
弁
論
な
い
し
証
拠
調
べ
は
、
本
案
訴
訟
に
引
き
継
が
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

さ
ら
に
、
本
案
訴
訟
が
係
属
し
て
い
な
い
、
ま
た
は
係
属
し
て
い
る
が
、
判
決
に
至
っ
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
場
合
に
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つ
い
て
、
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
請
求
を
棄
却
す
る
本
案
判
決
の
確
定
を
解
除
条
件
と
す
る
、
ま
た
は
損
害
賠
償
義
務
に
関
す
る
判

決
は
、
本
案
判
決
の
確
定
前
に
は
確
定
し
な
い
と
す
る
見
解

）
が
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
被
保
全
権
利
が
二
つ
の
訴
訟
で
問
題
に
な
る

と
き
に
、
判
決
の
論
理
的
矛
盾
の
可
能
性
を
被
保
全
権
利
に
関
す
る
本
案
判
決
を
基
準
と
し
て
解
決
を
図
る
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
先
行
し
た
損
害
賠
償
請
求
に
関
す
る
訴
訟
が
無
駄
に
終
わ
る
場
合
が
生
じ
る
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

三

検
討

日
本
法
へ
の
示
唆

現
在
、
日
本
法
に
お
い
て
は
、
判
例

）
が
、
一
般
の
不
法
行
為
を
損
害
賠
償
請
求
権
の
責
任
原
因
と
し
て
規
定
し
、
こ
の
考
え
方
が

実
務
上
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
。
学
説
上
は
、
過
失
責
任
説

）
の
他
に
無
過
失
責
任
説

）
も
存
在
す
る
。

日
本
に
お
け
る
立
法
の
試
み
が
無
過
失
責
任
説
を
基
調
と
し
て
い
た
背
景
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
民
訴
法
に
無
過
失
責
任
の
規
定
が

あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
日
本
の
学
説
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
と
い
う
事
情
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
判
例
の

一
般
不
法
行
為
説
に
よ
る
と
、
責
任
原
因
と
し
て
の
過
失
の
認
定
が
実
践
的
に
も
理
論
的
に
も
重
要
な
問
題
と
な
る
。
大
審
院
判
例

）

は
、
不
当
な
保
全
命
令
に
お
け
る
債
権
者
の
過
失
の
認
定
に
つ
い
て
一
応
の
推
定
法
理
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
形
成
し
て
き
た
。
一
応

の
推
定
は
、
特
定
の
推
認
事
実
か
ら
一
挙
に
過
失
（
評
価
規
範
）
を
認
定
し
、
実
質
的
に
証
明
責
任
を
転
換
す
る
、
ま
た
は
そ
れ
に

等
し
い
作
用
が
あ
る
と
し
て
、
学
説
上
問
題
視
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る

）
。
最
高
裁
は
、
昭
和
四
三
年
一
二
月
二
四
日
の
判
決

）
に
よ

っ
て
一
応
の
推
定
説
か
ら
事
実
上
の
推
定
説
へ
と
移
行
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
が
、
学
説
の
中
に
は
、
こ
の
判
例
の
検
討
を
通
じ

て
そ
れ
ま
で
優
勢
で
あ
っ
た
無
過
失
責
任
説
に
対
し
過
失
責
任
説
の
意
義
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
立
法
の
議
論
に
合
わ
せ
て
保
全

命
令
の
類
型
に
よ
っ
て
法
律
上
の
推
定
規
定
の
導
入
を
提
唱
す
る
傾
向
が
生
ま
れ
て
い
る

）
。
お
そ
ら
く
右
の
学
説
は
、
今
後
の
解
釈
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論
の
動
向
に
も
影
響
力
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
無
過
失
責
任
を
採
用
す
る
ド
イ
ツ
法
は
、
以
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
立
法
資
料
と
し
て
の
関
係
を
有
す
る
の
み
で
あ
る

が
、
責
任
原
因
の
捉
え
方
、
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
け
る
保
全
取
消
し
の
裁
判
の
拘
束
力
及
び
本
案
訴
訟
の
判
決
の
拘
束
力
の
問

題
に
つ
い
て
は
、
日
本
法
と
共
通
す
る
部
分
が
多
く
、
日
本
法
の
解
釈
論
と
し
て
も
参
考
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
に
お
い
て
、

ド
イ
ツ
法
上
の
議
論
の
素
描
に
基
づ
い
て
、
日
本
法
に
お
け
る
問
題
点
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

⑴

責
任
原
因

ド
イ
ツ
民
訴
法
九
四
五
条
は
、
過
失
に
依
存
し
な
い
債
権
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
規
定
し
て
い
る
。
す
で
に
こ
の
規
定
の
存
在
に

よ
り
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
性
質
論
は
、
理
論
上
の
利
得
は
別
と
し
て
実
益
を
有
し
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

そ
の
性
質
論
を
巡
る
議
論
は
、
日
本
法
に
お
い
て
は
有
用
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
法
行
為
責
任
の
要
件
と
し
て
の
違
法
性
の
問
題

に
つ
い
て
、
適
法
に
発
令
さ
れ
た
保
全
命
令
が
、
事
後
的
な
判
断
で
遡
及
的
に
違
法
と
評
価
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
客
観
的
違

法
性
説

）
が
定
説
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
客
観
的
違
法
性
説
に
理
論
的
な
一
貫
性
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て

長
い
間
議
論
さ
れ
て
き
た
結
果
、
適
法
行
為
説
へ
の
傾
斜
な
い
し
転
換
が
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
情
は
、
日
本
法
に
お
い
て

も
、
責
任
原
因
を
再
検
討
す
べ
き
原
因
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
に
お
い
て
も
新
し
く
違
法
性
の

問
題
を
検
討
す
る
志
向
が
生
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
右
の
ド
イ
ツ
法
の
議
論
と
は
異
な
り
、
そ
の
違
法
性
を
別
の
視
角
か
ら
基

礎
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
向

）
も
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
不
当
な
保
全
命
令
に
基
づ
く
損
害
は
、
日
本
法
上
は
、
執
行
に
よ
る
も
の
が
事
例
と
し
て
現
れ
て
き
た
た
め
、
執
行
に
よ

る
損
害
を
中
心
に
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
保
全
命
令
自
体
に
よ
る
損
害
も
理
論
上
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
法
で

は
、
民
訴
法
九
四
五
条
の
責
任
と
し
て
は
、
執
行
に
よ
る
損
害
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
に
争
い
が
な
い
。
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⑵

損
害
賠
償
請
求
権
行
使
の
方
法
に
つ
い
て

日
本
法
に
お
い
て
は
、
別
訴
に
よ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
本
案
に
付
随
す
る
申
立
て
は
、
仮
執
行
に
関
す
る
民
訴
法
二
六
〇
条
二

項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
不
当
な
保
全
命
令
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
は
規
定
が
な
く
、
右
法
条
を
類
推
す
る
運
用
は

な
さ
れ
て
い
な
い
。
予
備
的
反
訴
に
関
す
る
特
則
規
定
も
存
在
し
な
い
が
、
予
備
的
反
訴
自
体
は
適
法
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
損
害

賠
償
請
求
と
の
関
係
で
は
、
そ
の
個
別
的
要
件
が
充
足
さ
れ
る
か
否
か
が
問
題
で
あ
る
。
当
事
者
が
同
意
す
る
等
事
案
に
よ
っ
て
は
、

認
め
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
も
、
別
訴
に
よ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
不
当
仮
執
行
に
関
す
る
民
訴
法
七
一
七
条
二
項
は
、
本
案
に
付
随
す

る
損
害
賠
償
の
申
立
て
を
認
め
る
規
定
で
あ
る
が
、
同
種
の
規
定
は
、
保
全
取
消
し
手
続
に
つ
い
て
も
、
民
訴
法
九
四
五
条
の
損
害

賠
償
請
求
に
つ
い
て
も
存
在
し
て
い
な
い
。
こ
の
規
定
を
民
訴
法
九
四
五
条
の
場
合
に
類
推
適
用
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
実
務
の
状

況
に
つ
い
て
は
、
不
明
で
あ
る
。
反
訴
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
は
、
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

以
上
を
比
較
す
る
と
、
日
本
法
で
も
ド
イ
ツ
法
で
も
規
定
の
状
況
は
同
様
で
あ
る
が
、
そ
の
運
用
面
で
は
、
か
な
り
の
違
い
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
法
の
積
極
的
な
運
用
に
よ
り
本
案
訴
訟
と
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
一
体
的
に
解
決
し
よ

う
と
す
る
努
力
は
、
日
本
法
に
お
い
て
も
参
考
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
予
備
的
反
訴
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
関
す
る
規
定
新
設
の
提
案
は
、
検
討
事
項
に
対
す
る
各
界
の
意
見

に
お
い
て
、
消
極
的
な
評
価
を
受
け
た
。
そ
の
理
由
は
、
本
案
訴
訟
の
審
理
内
容
と
損
害
賠
償
請
求
の
そ
れ
は
相
当
に
異
な
り
、
本

案
訴
訟
の
遅
延
を
招
く
と
い
う
も
の
で
あ
る

）
。
た
し
か
に
、
債
権
者
の
過
失
を
問
題
と
し
な
い
ド
イ
ツ
法
に
比
べ
る
と
、
日
本
法
で

は
、
反
訴
に
伴
う
弁
論
の
併
合
は
、
よ
り
審
理
の
時
間
や
労
力
を
必
要
と
す
る
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
最
初
か
ら
両

訴
を
併
合
提
起
す
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
絶
対
的
な
マ
イ
ナ
ス
要
因
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
裁
判
所
は
、
弁

論
の
制
限
に
よ
っ
て
も
審
理
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
現
状
で
は
、
規
定
の
導
入
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
も
、
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個
別
的
な
運
用
に
よ
り
紛
争
を
一
体
的
に
解
決
す
る
方
法
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

⑶

被
保
全
権
利
と
保
全
の
必
要
性

日
本
法
に
お
い
て
は
、
保
全
の
必
要
性
は
、
被
保
全
権
利
と
並
ぶ
保
全
命
令
の
実
体
的
要
件
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
損
害
賠
償
請

求
権
の
要
件
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
被
保
全
権
利
の
存
在

が
認
定
さ
れ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
保
全
の
必
要
性
が
存
在
し
な
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
損
害
賠
償
請
求
権
は
基
礎
づ
け
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
か
。
保
全
の
必
要
性
を
被
保
全
権
利
と
同
等
の
実
体
的
要
件
と
解
す
る
と
、
保
全
の
必
要
性
の
み
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
も
、

損
害
賠
償
請
求
権
は
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
論
は
、
実
体
法
の
評
価
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
法
の
解
釈
は
分
か
れ
る
。
多
数
説
は
、
保
全
の
必
要
性
の
不
存
在
を
独
立
の
責
任
原
因
と
す
る
が
、

そ
れ
を
責
任
原
因
か
ら
外
す
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
を
責
任
原
因
と
解
し
て
も
、
む
し
ろ
被
保
全
権

利
に
関
す
る
実
体
法
上
の
評
価
基
準
と
の
整
合
性
を
重
視
す
る
見
解
が
優
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
日
本
法
の
解
釈

と
し
て
も
、
右
の
保
全
の
必
要
性
の
不
存
在
を
責
任
原
因
か
ら
除
外
す
る
見
解
に
顧
慮
を
払
う
べ
き
も
の
と
思
う
。

⑷

取
消
し
の
裁
判
の
拘
束
力

日
本
法
の
解
釈
と
し
て
、
保
全
裁
判
所
に
よ
る
保
全
命
令
を
取
り
消
す
裁
判
の
拘
束
力
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
の
が
一
般
的
な
学

説
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
保
全
異
議
等
の
手
続
が
通
常
訴
訟
の
そ
れ
と
比
べ
て
略
式
で
あ
る
と
は
い
え
、
実
質
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
異

な
ら
な
い
と
の
認
識
の
も
と
に
、
異
議
等
の
手
続
に
お
け
る
裁
判
に
事
実
上
の
基
準
性
を
認
め
る
見
解

）
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

こ
の
事
実
上
の
基
準
性
は
、
本
案
訴
訟
の
既
判
力
も
、
保
全
命
令
発
令
の
時
点
と
の
関
係
で
は
事
実
上
の
拘
束
力
し
か
有
し
な
い
と

い
う
文
脈
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
両
者
の
等
質
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
法
上
の
解
釈
と
し
て
は
、
判
例
は
、
拘
束
力
を
認
め
る
が
、
学
説
に
は
反
対
説
が
強
い
。
判
例
の
根
拠
は
、
訴
訟
経
済
に

あ
る
が
、
反
対
の
学
説
は
、
保
全
訴
訟
の
略
式
性
を
重
視
す
る
。
日
本
法
の
解
釈
と
し
て
も
、
反
対
説
の
根
拠
が
基
準
と
な
る
と
思

不当な保全処分に基づく損害賠償請求とその審理

293



わ
れ
る
。
保
全
命
令
を
確
証
す
る
裁
判
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⑸

確
定
し
た
本
案
判
決

日
本
で
は
、
実
際
上
、
損
害
賠
償
請
求
は
、
本
案
訴
訟
の
判
決
確
定
後
に
別
訴
で
な
さ
れ
て
お
り
、
本
案
訴
訟
の
確
定
判
決
と
損

害
賠
償
請
求
訴
訟
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
そ
の
場
合
に
、
本
案
訴
訟
の
確
定
判
決
が
、
そ
の
既
判
力
の
範
囲
に
お
い
て
損
害
賠

償
請
求
の
裁
判
官
を
拘
束
す
る
こ
と
は
、
当
然
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
案
訴
訟
の
判
決
は
、
保
全
命
令
の
発
令
時
点
に
お
け
る
被
保

全
権
利
の
存
否
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
実
際
に
は
損
害
賠
償
請
求
に
対
し
て
要
件
事
実
的
作
用
を
営
む
に
過
ぎ
な
い
こ
と

も
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

）
。

ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
も
、
こ
の
点
は
、
全
く
同
様
に
説
か
れ
て
い
る
。

⑹

手
続
の
並
行

損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
審
理
に
お
い
て
、
未
確
定
の
本
案
判
決
が
あ
る
場
合
ま
た
は
本
案
訴
訟
が
係
属
し
て
い
る
場
合
に
は
、
被

保
全
権
利
に
つ
い
て
論
理
的
に
矛
盾
す
る
判
断
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
損
害
賠
償
請
求
に
お
い
て
先
決
問
題
と
し
て
被

保
全
権
利
の
審
理
が
な
さ
れ
る
以
上
、
審
理
の
重
複
も
生
じ
る
。
こ
の
場
合
に
つ
い
て
、
損
害
賠
償
請
求
の
審
理
を
一
時
停
止
し

（
実
務
上
認
め
ら
れ
る
弁
論
期
日
の
追
っ
て
指
定
扱
い
に
よ
る
）、
さ
ら
に
は
二
重
起
訴
禁
止
（
民
訴
法
一
四
二
条
）
の
法
理
に
よ
り
事
件

を
本
案
の
裁
判
所
に
移
送
し
、
弁
論
の
併
合
を
図
る
措
置
が
考
慮
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
後
述
（
7
））。

ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
も
、
同
一
の
問
題
状
況
が
あ
る
。
損
害
賠
償
請
求
の
裁
判
官
は
、
二
つ
の
訴
訟
の
並
行
を
避
け
よ
う
と
す
る

場
合
に
は
、
民
訴
法
一
四
八
条
に
基
づ
い
て
弁
論
を
中
止
し
、
本
案
訴
訟
の
結
果
を
待
つ
か
、
ま
た
は
原
告
に
本
案
へ
の
付
随
的
申

立
て
な
い
し
は
予
備
的
反
訴
の
申
立
て
を
示
唆
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
後
者
の
方
法
で
は
、
従
前
の
審
理
の
結
果
が
本
案
訴

訟
で
利
用
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
ず
れ
を
選
択
す
る
か
は
、
二
つ
の
訴
訟
の
具
体
的
な
進
行
状
況

に
依
存
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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日
本
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
付
随
的
申
立
て
や
予
備
的
反
訴
の
利
用
に
は
、
解
釈
上
困
難
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
方
法
で
は
す

で
に
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
審
理
が
進
行
し
て
い
た
と
し
て
も
、
訴
訟
資
料
の
一
元
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
追
っ

て
指
定
扱
い
と
し
て
本
案
訴
訟
の
結
果
を
待
つ
か
、
ま
た
は
二
重
起
訴
の
法
理
に
よ
る
移
送
の
考
え
方
が
実
際
的
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
裁
判
所
の
手
続
裁
量
や
当
事
者
の
同
意
に
依
存
す
る
意
味
合
い
が
強
く
、
確
実
に
そ
の
目
的
を
達
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
保
証
も
な
い
。
た
だ
し
、
相
当
数
の
事
件
に
つ
い
て
一
体
的
解
決
の
可
能
性
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、

ド
イ
ツ
民
訴
法
一
四
八
条
の
弁
論
の
中
止
規
定
は
、
こ
の
種
の
事
案
の
み
で
な
く
、
広
く
適
用
の
可
能
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、

日
本
法
に
お
い
て
も
こ
れ
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

⑺

本
案
訴
訟
が
係
属
し
て
い
な
い
場
合

⒜
消
極
的
確
認
請
求

日
本
法
で
は
、
債
務
者
は
、
保
全
手
続
に
際
し
て
起
訴
命
令
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
保
法
三
七
条
一
項
）。
債
権
者

が
起
訴
期
間
を
徒
過
し
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
債
務
者
の
申
立
て
に
よ
り
保
全
命
令
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
条

三
項
）。
債
務
者
は
、
こ
の
申
立
て
に
よ
っ
て
本
案
訴
訟
の
提
起
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
債
権
者
は
こ
の
起
訴
期
間
を
徒
過
し

た
と
し
て
も
、
本
案
訴
訟
の
提
起
を
妨
げ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
状
況
は
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
民
訴
法
九
二
六
条
一
項
及
び
二
項
に
同
趣
旨
の
規
定
が
あ
る
。
ま

た
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
債
務
者
が
、
被
保
全
権
利
の
存
否
の
判
断
に
つ
い
て
確
定
を
得
る
た
め
に
、
消
極
的
確
認
の
訴
え

を
提
起
し
た
実
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
案
に
お
い
て
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所

）
は
、
先
行
的
な
取
消
し
の
裁
判
が
存
在
し
な
い

限
り
、
消
極
的
確
認
の
訴
え
は
不
適
法
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
孤
立
し
た
判
例
の
よ
う
で
あ
り
、
過
度
に
取
消

し
を
重
視
す
る
も
の
と
し
て
学
説
上
批
判

）
が
あ
る
。

日
本
法
に
お
い
て
も
、
債
務
者
が
被
保
全
権
利
に
関
す
る
消
極
的
確
認
の
訴
え
を
提
起
す
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
損
害
賠
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償
請
求
を
提
起
し
、
被
保
全
権
利
に
つ
い
て
は
中
間
確
認
の
訴
え
（
民
訴
法
一
四
五
条
）
を
提
起
す
る
方
法
が
実
用
的
で
あ
る
。

⒝
中
間
確
認
の
訴
え

債
務
者
は
、
損
害
賠
償
請
求
の
提
起
に
際
し
て
被
保
全
権
利
の
存
否
に
つ
い
て
中
間
確
認
の
訴
え
を
提
起
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

中
間
確
認
の
訴
え
に
よ
る
と
き
は
、
債
務
者
は
、
被
保
全
権
利
に
関
す
る
裁
判
所
の
判
断
に
つ
い
て
も
既
判
力
に
よ
る
確
定
を
得
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
民
訴
法
一
四
五
条
一
項
、
同
一
一
四
条
一
項
）。

中
間
確
認
の
訴
え
の
特
別
要
件
と
し
て
、
①
先
決
性
、
②
係
争
性
が
必
要
で
あ
る
。
①
民
訴
法
一
四
五
条
の

裁
判
が
訴
訟
の
進

行
中
に
争
い
と
な
っ
て
い
る
法
律
関
係
の
成
立
又
は
不
成
立
に
係
る
と
き
は

の
解
釈
と
し
て
は
、
そ
の
法
律
関
係
存
否
の
判
断
が

本
訴
の
裁
判
に
と
っ
て
必
要
条
件
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
す
る
考
え
方
と
十
分
条
件
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
考
え
方
が
あ
る

）
。

私
見
の
よ
う
に
損
害
賠
償
請
求
権
の
責
任
原
因
と
し
て
被
保
全
権
利
の
不
存
在
の
み
を
認
め
る
立
場
で
は
、
十
分
条
件
説
に
よ
っ
て

も
、
先
決
性
は
認
め
ら
れ
る
が
、
保
全
の
必
要
性
の
不
存
在
を
も
責
任
原
因
と
す
る
立
場
で
は
、
十
分
条
件
説
の
条
件
を
充
た
さ
な

い
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
十
分
条
件
説
に
よ
る
と
、
ま
ず
保
全
の
必
要
性
の
審
理
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
認
定
さ
れ
た
後
で
な

け
れ
ば
、
被
保
全
権
利
は
本
条
の
意
味
に
お
け
る
先
決
性
を
充
た
さ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
保
全
の
必
要
性
の
不
存
在
が
独

立
の
責
任
原
因
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
単
独
で
確
認
請
求
の
対
象
と
な
る
と
は
考
え
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
中
間
確
認
の

訴
え
の
対
象
と
さ
れ
た
権
利
関
係
自
体
は
、
そ
の
確
定
に
至
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
度
で
の
中
間
確
認
の
訴
え
の
効
用
は
否
定
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
先
決
性
は
、
一
般
的
に
は
、
本
来
の
請
求
の
全
部
又
は
一
部
の
判
断
に
つ
い
て
存
在
す
れ
ば
足

り
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う

）
。
ま
た
②
民
訴
法
一
四
五
条
の

訴
訟
の
進
行
中
に
争
い
と
な
っ
て
い
る

こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、

若
干
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
説

）
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
法
文
の
表
現
は
例
示
に
過
ぎ
ず
、
訴
訟
係
属
前
か

ら
争
わ
れ
て
い
た
権
利
関
係
は
中
間
確
認
の
訴
え
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
中
間
確
認
の
訴
え
提
起
時
に
争
い

が
あ
れ
ば
足
り
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
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⒞
利
用
の
強
制

中
間
確
認
の
訴
え
は
、
本
来
の
請
求
に
付
随
す
る
申
立
て
と
し
て
な
さ
れ
る
か
ら
、
本
来
の
請
求
が
係
属
し
た
後
に
提
起
す
べ
き

で
あ
る
が
、
原
告
が
そ
れ
を
最
初
か
ら
本
来
の
請
求
と
併
合
し
て
提
起
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
大
審
院
が
こ
れ
を
違
法
と
し
、
む
し

ろ
潜
在
的
な
中
間
確
認
の
訴
え
と
し
て
認
め
た

）
例
が
あ
る
。

潜
在
的
な

と
い
う
意
味
は
、
当
該
の
申
立
て
は
、
審
理
開
始
後
に

係
争
性
の
要
件
が
補
充
さ
れ
れ
ば
、
中
間
確
認
の
訴
え
と
し
て
適
法
と
な
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
こ
の
判
決
に
対
し
て
は
、
一
般

の
併
合
要
件
を
充
た
す
限
り
、
客
観
的
併
合
の
訴
え
と
し
て
適
法
で
あ
る

）
と
す
る
批
判
も
あ
る
。
し
か
し
、
右
判
決
の
前
提
に
は
、

先
決
性
の
あ
る
問
題
は
、
中
間
確
認
の
訴
え
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
請
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
中
間
確
認
の
訴
え
の
機
能
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
を
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
右
の
判
決
は
、
学
説
上
ほ
と
ん
ど
顧
慮

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
判
決
の
論
理
的
矛
盾
を
防
止
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
民
事
訴
訟
法
の
体
系
的
な
理
解
に
お
い
て

も
そ
の
正
当
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
右
の
見
解
に
よ
る
と
、
損
害
賠
償
請
求
が
提
起
さ
れ

て
い
る
場
合
に
、
別
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
結
果
、
原
告
は
、
中
間
確
認
の
訴
え
を
強
制
さ
れ
、
ま
た
は
被
告
は
、
反

訴
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
中
間
確
認
の
訴
え
な
い
し
反
訴
を
利
用
す
る
か
ど
う
か
は
当
事
者
の
意
思
に
係
っ
て

お
り
、
こ
れ
を
利
用
し
な
い
こ
と
の
不
利
益
は
、
紛
争
の
一
体
的
解
決
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
確
定
判
決
が
下
さ
れ
た
後
に
、
被
保
全
権
利
に
関
す
る
別
訴
が
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
右
の
考
え
方
を
敷
衍
す
れ
ば
、
中
間
確
認
の
訴
え
の
制
度
が
存
在
す
る
以
上
、
本
訴
が
係
属
し
て
い
る
場
合
に
は
、
別
訴
は
訴

え
の
利
益
を
欠
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

右
の
よ
う
な
結
論
は
、
二
重
起
訴
禁
止
の
考
え
方
に
よ
っ
て
も
達
成
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
二
重
起
訴
禁
止
は
、

中
間
確
認
の
訴
え
の
制
度
と
直
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
中
間
確
認
の
訴
え
は
、
二
重
起
訴
禁
止
規
定
の
存
在
と
は

別
に
そ
の
独
自
性
を
主
張
し
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
判
決
の
論
理
的
矛
盾
の
防
止
は
、
二
重
起
訴
禁
止
規
定
に
よ
っ
て
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も
達
成
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
右
の
考
え
方
に
よ
る
方
が
、
よ
り
直
接
的
で
あ
り
、
ま
た
要
件
と
し
て
も
明
確
な
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
二
重
起
訴
禁
止
規
定
に
よ
る
と
し
て
も
、
先
決
関
係
が
問
題
と
な
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
の
可
否
を
巡

っ
て
肯
定
説

）
と
否
定
説

）
に
分
か
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

⒟
黙
示
に
よ
る
中
間
確
認
の
訴
え

中
間
確
認
の
訴
え
の
利
用
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
判
決
相
互
の
論
理
的
矛
盾
は
相
当
程
度
に
防
止
さ
れ
る
が
、
そ
の
制

度
が
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
ま
だ
論
理
的
矛
盾
が
発
生
す
る
余
地
は
残
る
。
も
ち
ろ
ん
、
根
本
的
に
は
、
民
事
訴
訟
法
が

各
種
の
訴
え
に
つ
い
て
申
立
主
義
を
採
用
し
、
ま
た
申
立
て
の
限
度
で
審
判
が
な
さ
れ
る
と
い
う
構
造
を
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、

判
決
の
論
理
的
矛
盾
を
防
止
す
る
と
い
う
観
点
が
法
的
に
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
。
ま
た
民
事
訴
訟
法
は
申

立
主
義
を
原
則
と
し
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
判
決
の
論
理
的
矛
盾
か
ら
生
じ
る
当
事
者
に
と
っ
て
の
不
利
益
に
無
関
心
で
あ

る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
さ
に
中
間
確
認
の
訴
え
の
存
在
が
そ
の
例
証
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
中
間
確
認
の
訴
え
に
既
述
の
よ
う

な
機
能
を
認
め
る
こ
と
は
、
右
の
申
立
主
義
に
反
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

し
か
し
、
右
の
よ
う
に
考
え
て
も
、
申
立
主
義
の
限
界
と
し
て
、
判
決
の
論
理
的
矛
盾
が
残
る
余
地
は
あ
る
。

坂
原
教
授
は
、
最
判
昭
和
三
〇
年
一
二
月
一
日
の
判
決

）
を
素
材
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
黙
示
に
よ
る
中
間
確
認
の
訴
え
の
理
論

）
を
提

唱
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
き
わ
め
て
入
念
に
構
築
さ
れ
た
理
論
で
あ
り
、
本
稿
で
そ
の
細
部
に
わ
た
っ
て
検
討
す
る
こ
と
は
不
可

能
と
い
う
他
は
な
い
が
、
本
稿
は
、
坂
原
教
授
の
論
考
に
よ
り
重
要
な
示
唆
を
得
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
理
論
は
、

先
決
問
題
の
審
判
に
つ
い
て
、
た
と
え
黙
示
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
当
事
者
の
申
立
て
を
必
要
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
申
立
て
と
既
判

力
の
範
囲
を
一
致
さ
せ
る
点
で
、
当
事
者
の
主
体
性
を
確
保
し
、
併
せ
て
明
示
の
申
立
て
が
な
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
判
決
論

理
的
矛
盾
の
余
地
を
よ
り
限
定
す
る
見
解
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
坂
原
教
授
が
指
摘
さ
れ

る
通
り
、
同
じ
結
果
は
、
そ
の
主
要
場
面
に
お
い
て
、
争
点
効
理
論
な
ど
の
他
説
に
よ
っ
て
も
導
か
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
右
に
述
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べ
た
よ
う
に
、
既
判
力
の
範
囲
の
拡
張
を
当
事
者
の
申
立
て
に
依
存
さ
せ
る
点
に
、
他
説
と
の
理
論
上
重
要
な
違
い
が
あ
る
と
考
え

る
。
し
か
し
、
最
後
に
、
次
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
右
の
理
論
は
、
判
決
確
定
後
に
後
訴
の
裁
判
官
が
黙
示
に
よ
る
中
間
確

認
の
訴
え
が
あ
っ
た
と
認
定
し
、
既
判
力
の
拡
張
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
当
事
者
の
主
体
性
を
確
保
す
る
た

め
に
は
、
む
し
ろ
訴
訟
の
係
属
中
に
、
裁
判
所
が
黙
示
に
よ
る
中
間
確
認
の
訴
え
の
要
件
充
足
性
を
認
識
し
た
場
合
に
は
、
当
事
者

に
対
す
る
釈
明
権
行
使
義
務
を
負
う
も
の
と
解
し
、
当
事
者
が
釈
明
権
行
使
に
応
じ
た
後
は
、
通
常
の
中
間
確
認
の
訴
え
と
し
て
扱

う
と
い
う
方
向
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
黙
示
に
よ
る
中
間
確
認
の
理
論
を
評
価
規

範
的
に
で
は
な
く
、
行
為
規
範
的
に
理
解
す
る
方
向
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
坂
原
教
授
の
関
心
方
向
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、

私
は
、
か
つ
て
伊
東
乾
博
士
の
退
職
記
念
論
文
集
に

法
的
観
点
の
開
示

に
つ
い
て
│
ド
イ
ツ
民
訴
二
七
八
条
の
意
義
│

と

題
す
る
小
論

）
を
寄
稿
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
以
来
ま
ず
係
属
中
の
手
続
に
お
け
る
手
続
保
障
及
び
審
理
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
1
）

仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
の
命
令
及
び
手
続
の
改
正
に
関
す
る
検
討
事
項

に
つ
い
て
の
意
見
・
民
事
訴
訟
法
研
究
会
・
法
学
研
究

五
七
巻
一
一
号
一
〇
九
頁
以
下
（
昭
和
五
九
年
）、

仮
差
押
及
び
仮
処
分
制
度
に
関
す
る
改
正
試
案

に
つ
い
て
の
意
見
・
民
事
訴
訟
法

研
究
会
・
法
学
研
究
六
〇
巻
九
号
七
五
頁
以
下
（
昭
和
六
二
年
）。
な
お
、
検
討
事
項
に
つ
い
て
の
意
見
に
お
い
て
、
栂
善
夫
教
授
は
、

仮
差
押
え
及
び
係
争
物
仮
処
分
に
つ
い
て
の
み
無
過
失
責
任
の
規
定
導
入
に
賛
成
し
て
い
る
。

（
2
）

坂
原
正
夫
・
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
既
判
力
の
研
究
一
二
一
頁
以
下
（
平
成
五
年
、
初
出

黙
示
に
よ
る
中
間
確
認
の
訴
え

法
学

研
究
五
三
巻
一
二
号
・
昭
和
五
五
年
）。

（
3
）

な
お
民
訴
法
九
四
五
条
の
中
段
は
、
保
全
命
令
が
民
訴
法
九
二
六
条
一
項
（
提
訴
期
間
の
不
遵
守
に
よ
る
取
消
し
）
に
よ
り
取
り
消

さ
れ
た
場
合
、
ま
た
後
段
は
、
保
全
命
令
が
民
訴
法
九
四
二
条
三
項
（
仮
処
分
認
可
手
続
の
た
め
の
期
間
不
遵
守
）
に
よ
り
取
り
消
さ
れ

た
場
合
で
あ
る
。
前
段
に
お
け
る
取
消
し
の
裁
判
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
常
に
本
案
訴
訟
に
お
け
る
被
保
全
権
利
に
関
す
る
判
断
と
の
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整
合
性
が
問
題
と
さ
れ
、
ま
た
取
消
し
の
裁
判
が
存
在
し
な
い
場
合
に
も
、
損
害
賠
償
請
求
に
関
す
る
訴
訟
が
可
能
で
あ
る
。
他
方
、
中

段
及
び
後
段
の
場
合
は
、
期
間
不
遵
守
に
基
づ
く
取
消
し
の
裁
判
に
よ
っ
て
の
み
、
損
害
賠
償
請
求
権
が
発
生
す
る
。
ま
た
そ
れ
の
み
に

よ
っ
て
損
害
賠
償
請
求
権
が
発
生
す
る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
実
体
法
と
の
評
価
矛
盾
を
生
じ
な
い
よ
う
に
、

損
害
賠
償
請
求
の
訴
訟
に
お
い
て
弁
済
期
に
あ
る
被
保
全
権
利
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。Stolz,

Ein
st
w
eilig

er

R
ec

hts‐
sc
h
utz

u
n
d
S
c
h
a
d
e
n
sersatz

pflic
ht19

8
8

S.
97

ff.
Stolz

の
論
文
は
、
民
訴
法
九
四
五
条
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
実
体

法
上
の
評
価
基
準
に
基
づ
い
て
解
釈
す
る
志
向
を
特
徴
と
し
て
い
る
。

（
4
）

ド
イ
ツ
民
訴
法
に
は
、
三
〇
二
条
四
項
、
六
〇
〇
条
二
項
そ
の
他
に
同
種
の
規
定
が
存
在
す
る
が
、
七
一
二
条
二
項
に
お
い
て
論
じ

ら
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。

（
5
）Stolz,

aa
O.

S.
2
8.

（
6
）R

G2
0.

9.
1
8
8
2,

R
G
Z7

S.
3
7
4

N
r.
1
1
6.

（
7
）H

a
h
n‐

M
u
g
d
a
n,

N
o
v
elle9

8
S.
3
9
3

a
E.

（
8
）

連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
未
確
定
の
債
務
名
義
に
よ
る
執
行
は
、
債
権
者
の
危
険
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
い
う
一
般
的
な
法
観
念
に
基

づ
く
と
言
わ
れ
て
い
る
。B

G
H6
2,

7
=

N
J
W
7
4,

6
4
2

ほ
か
。Zo

¨
ller,

Z
P
O§
9
4
5

R
d
n.
2

は
、
こ
の
よ
う
な
判
例
の
考
え
方
を
危

険
責
任
説
で
は
な
く
、
広
義
の
不
法
行
為
説
に
分
類
し
て
い
る
。
ま
たA

h
re

n
s,

a
a
O.

D
er

S
c
h
a
d
e
n
serstza

n
spr

u
c
h
n
ac

h§
9
4
5

Z
P
O,

F
estsc

h
rift

fu
¨

r
H
e
n
nin

g
Pip

er1
9
9
6,

S.
33

は
、
リ
ス
ク
責
任
説
で
あ
る
。

（
9
）

学
説
に
つ
い
て
は
、Stolz,

S.
2
5

を
参
照
。

（
10
）Stolz,

aa
O.

S.
2
6.

（
11
）A.

Blo
m
e
y
er,

V
ollstrec

k
u
n
g
sv

erfa
h
re

n,
§
13

I6,
Stolz,

a
a
O.

S.
4
4.

（
12
）Z

o
¨
ller,

aa
O.
§
9
4
5

R
d
n.
6

b

を
参
照
。

（
13
）B

a
u
r,

Stu
die

n
z
u
m
ein

st
w
eilig

e
n
R
ec

htssc
h
utz,

1
9
67,

S.
1
0
4

ほ
か
。Stolz,

aa
O.

S.
4

参
照
。

（
14
）G
oldsc

h
m
idt,

Zivilprozeß
rec

ht,
§
11
2,

4

ほ
か
。Stolz,

aa
O.

S.
4

参
照
。

（
15
）Stolz,

a
a
O.

S.
7
7

参
照
。
な
お
、
近
年
で
は
、A

h
re

n
s,

D
er

S
c
h
a
d
e
n
serstza

n
spr

u
c
h
n
ac

h§9
4
5

Z
P
O,

F
estsc

h
rift

fu
¨

r
H
e
n
nin

g
Pip

er1
9
96,

S.
3
8

が
こ
れ
を
主
張
し
て
い
る
。
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（
16
）Stolz,

S.
7
8
f.

参
照
。

（
17
）R

G
Z1
43,

1
1
8
(1
23),

B
G
H
Z4
5,

2
51

(25
2),

Stolz,
aa

O.
S.
1
0
2

参
照
。

（
18
）Stolz,

aa
O.

S.
3

F
n.
2,

S.
84

を
参
照
。

（
19
）

W
ieczorec

k,
Zivilprozeß

ord
n
u
n
g
u
n
d
N
e
b
e
n
g
e
biete,

1.
A
ufl.1

9
5
8

B
IIa

z
u§
9
4
5,

Stolz,
aa

O.
S.
8
4.

（
20
）Stolz,

aa
O.

S.
8
4

参
照
。

（
21
）Stolz,

aa
O.

S.
8
5

参
照
。

（
22
）R

G
Z6.

6.
1
90
4,

R
G
Z58

S.
2
3
9

N
r.6
1

ほ
か
。

（
23
）R

G
Z5
8,

2
36,

B
G
H

N
J
W1
9
7
4,

6
4
2

ほ
か
。

（
24
）R

G6.
4.

1
90
4,

R
G
Z5
8

S.
23
6

N
r.
6
1
=

J
W
1
9
04

S.
41
6

N
r.
3
5.

大
審
院
判
決
は

損
害
賠
償
請
求
権
に
関
す
る
訴
訟
に

お
い
て
、
ほ
か
の
裁
判
所
が
仮
差
押
裁
判
所
の
裁
判
の
当
否
を
審
査
す
る
こ
と
は
、
阻
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
が
、
法

政
策
的
な
考
慮
に
過
ぎ
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。Breit,

D
ie

V
ollstrec

k
u
n
g
nic

ht
e
n
d
g
u
¨
ltig

er
T
itel

als
rec

hts
m
aß̈
ig
e,

a
b
er

z
u
m

S
c
h
a
d
e
n
sersatze

v
erpflic

htig
e
n
d
e
H
a
n
dlu

n
g19

3
3

S.
1
1
9.

参
照
。
な
お
、Breit

は
、
大
審
院
判
例
を
詳
細
に

分
析
し
て
い
る
が
、
責
任
原
因
に
つ
い
て
は
、
適
法
行
為
説
を
採
り
、
ま
た
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
民
法
8
5
2
条
の
消
滅
時
効
の

規
定
の
準
用
を
認
め
る
。S.2
3
f.
3
6.

参
照
。

（
25
）B

G
H,

W
M19

7
1,

1
1
2
9
(1
1
3
0).

Stolze,
a
a
O.

S.5.

参
照
。

（
26
）R

G,
J
W1
9
37,

2
23
4
(2
2
3
5),

Stolz,
aa

O.
S.
6

参
照
。

（
27
）Z

o
¨
ller,

aa
O.

R
d
n.
10

参
照
。

（
28
）B

G
H1
9
9
2.

3.
26,

N
J
W19

9
2,

22
9
7,

2
29
8.

A
h
re

n
s,

a
a
O.

S.
36

を
参
照
。

（
29
）A
h
re

n
s,

a
a
O.

S.
35
‐
3
6.

な
お
、
本
案
訴
訟
の
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
に
は
、
た
と
え
そ
れ
が
未
確
定
で
あ
っ
て
も
、
保
全
手
続

に
お
け
る
保
全
命
令
取
消
し
の
裁
判
の
基
準
性
を
失
わ
せ
る
。H

a
¨
se

m
e
y
er,

S
c
h
a
d
e
n
sersatz

i
m

Zivilrec
htsstreit1

97
9,

S.

11
4
ff.

同
旨
、Stolz,

a
a
O.

S.
7
9.

（
30
）B

reit,
a
a
O.

S.
1
19.

Stolz,
a
a
O.

S.
7
2,

9
5.

Z
o
¨
ller,

§
9
45

R
d
n.
9.

（
31
）Stolz,

aa
O.

S.
7
4.

不当な保全処分に基づく損害賠償請求とその審理

301



（
32
）R

G1
7.

1.
1
9
1
0,

W
ar
n
R
spr.

1
9
1
0

N
r.
1
8
2

S.
17
9

ほ
か
。Stolz,

a
a
O.
6

参
照
。

（
33
）Fisc

h
er,

aa
O.

S.
8
9,

Z
o
¨
ller,

a
a
O.
§
9
45

R
d
n.
1
0

参
照
。

（
34
）A

h
re

n
s,

aa
O.

S.
3
8

参
照
。
な
お
そ
の

事
案
と
の
近
さ
│

は
、Fisc
h
er,

F
estsc

h
rift

fu
¨

r
M
erz,

S.
81,

90

の
表
現
で

あ
る
。

（
35
）Stolz,

aa
O.

S.
7
9
ff,

6
5
ff.

（
36
）B

G
H1
9
9
2.

3.
26,

N
J
W19

9
2,

22
9
7,

2
29
8.

A
h
re

n
s,

a
a
O.

S.
36

を
参
照
。

（
37
）

W
u
rzer

は
、
保
全
裁
判
所
は
ま
さ
に
保
全
命
令
の
適
法
性
を
審
査
す
べ
き
裁
判
所
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
た
。

し
か
し
、
従
来
か
ら
、
損
害
賠
償
請
求
に
つ
き
審
理
す
る
裁
判
官
が
保
全
命
令
の
実
体
的
要
件
に
つ
い
て
独
自
に
判
断
す
る
と
い
う
見
解

が
一
般
的
で
あ
っ
た
。G

oldsc
h
m
idt,

a
a
O.

S4,
B
reit,

S.
11
0.

（
38
）

早
く
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。Breit,

a
a
O.

S.
1
2
0
‐1
2
1,

な
おZ

o
¨
ller,

aa
O.
§9
4
5

R
d
n.
1
1

b.

参
照
。

（
39
）Z

o
¨
ller,

aa
O.
§
9
4
5

R
d
n.
1
1

b.

参
照
。

（
40
）Stolz,

aa
O.

S.
4
2
f.

参
照
。

（
41
）Stolz,

aa
O.

S.
4
4

参
照
。

（
42
）H

a
¨
se

m
e
y
er,

a
a
O.

S.
83,

Stolz,
a
a
O.

S.
4
2.

4
8.

（
43
）

最
判
昭
和
四
三
年
一
二
月
二
四
日
民
集
二
二
巻
一
三
号
三
四
二
八
頁
、
最
判
昭
和
五
七
年
七
月
一
日
金
商
六
八
一
号
三
四
頁
、
最
判

平
成
二
年
一
月
二
二
日
判
時
一
三
四
〇
号
一
〇
〇
頁
等
。

（
44
）

吉
川
大
二
郎
・
保
全
処
分
の
研
究
四
四
二
頁
（
昭
和
一
二
年
）
が
過
失
責
任
説
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
原
田
保
孝

違
法
な
保
全
処
分
に
よ
る
損
害
賠
償

判
タ
七
一
〇
号
二
八
頁
以
下
（
昭
和
六
四
年
）
は
、
過
失
責
任
説
の
立
場
か

ら
判
例
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
45
）

兼
子
一
・
増
補
強
制
執
行
法
一
四
九
頁
昭
和
三
七
年
、
平
野
義
太
郎
・
判
例
民
事
法
大
正
一
一
年
度
九
事
件
、
野
田
良
之
・
判
例
民

事
法
昭
和
一
一
年
度
五
事
件
、
古
崎
慶
長

違
法
な
仮
処
分
と
賠
償
請
求

村
松
俊
夫
裁
判
官
還
暦
記
念
論
文
集
上
昭
和
四
〇
年
三
〇
七

頁
ほ
か
。
な
お
検
討
事
項
に
対
す
る
意
見
で
は
、
栂
善
夫
が
無
過
失
責
任
説
を
と
る
。
前
出
法
学
研
究
五
七
巻
一
一
号
一
一
七
頁
参
照
、

斉
藤
秀
夫
・
桜
田
勝
義

保
全
処
分
と
損
害
賠
償
責
任

保
全
処
分
の
体
系
・
吉
川
大
二
郎
博
士
還
暦
記
念
一
三
頁
以
下
・
昭
和
四
〇
年
。
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（
46
）

大
判
明
治
三
五
年
一
二
月
五
日
民
録
八
輯
一
一
巻
一
号
二
六
頁
。
町
村
泰
貴

過
失
の
一
応
の
推
定
の
意
義
（
一
）
小
樽
商
大
商
学

討
究
三
九
巻
四
号
一
一
〇
頁
（
昭
和
六
四
年
）
参
照
。
こ
の
論
文
の
分
析
に
よ
る
と
、
前
出
大
判
大
正
一
〇
年
四
月
四
日
が
初
め
て
本
案

訴
訟
に
お
け
る
確
定
し
た
請
求
棄
却
判
決
自
体
か
ら
反
証
の
な
い
限
り
、
債
権
者
の
過
失
を
認
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
47
）

一
応
の
推
定
に
伴
う
間
接
反
証
が
、
通
常
の
反
証
な
の
か
、
ま
た
は
証
明
責
任
の
転
換
を
伴
う
の
か
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
き

た
が
、
通
常
の
反
証
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
伊
東
乾
・
弁
論
主
義
一
八
二
頁
以
下
（
昭
和
五
〇
年
）
参
照
。

（
48
）

最
判
昭
和
四
三
年
一
二
月
二
四
日
民
集
二
二
巻
一
三
号
三
四
二
八
頁
。
判
例
の
分
析
と
し
て
は
、
加
藤
雅
信

判
批

法
協
八
七
巻

六
号
八
一
頁
（
昭
和
四
五
年
）
が
重
要
で
あ
る
。
な
お
、
事
実
上
の
推
定
説
と
し
て
、
中
野
貞
一
郎
・
過
失
の
推
認
一
頁
以
下
（
昭
和
五

三
年
）、
中
西
正

過
失
の
推
定

鈴
木
正
裕
先
生
古
希
記
念
論
文
集
五
八
一
頁
以
下
（
平
成
一
四
年
）、
事
実
上
の
推
定
説
で
は
あ
る
が
、

証
明
責
任
の
転
換
を
伴
う
と
す
る
藤
原
弘
道

一
応
の
推
定
と
証
明
責
任
の
転
換

講
座
民
事
訴
訟
法
5
一
二
七
頁
以
下
（
昭
和
五
八

年
）
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

（
49
）

松
浦
馨

仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
の
改
正
に
つ
い
て

（
三
）
判
時
八
三
六
号
三
頁
以
下
参
照
（
昭
和
五
二
年
）
及
び
上
田
徹
一
郎

不
当
保
全
処
分
と
損
害
賠
償
責
任

民
事
保
全
法
の
基
本
構
造
（
平
成
七
年
）
一
六
五
頁
以
下
。

（
50
）

吉
川
大
二
郎
（
前
出
注
44
）
四
四
七
頁
、
原
田
保
孝
（
前
出
注
44
）
二
九
頁
参
照
。

（
51
）

山
田
文
・

判
批

法
学
五
五
巻
五
五
四
頁
参
照
。
こ
れ
は
、
違
法
な
訴
え
提
起
に
関
す
る
最
判
昭
和
六
三
年
一
月
二
六
日
民
集
四

二
巻
一
号
一
頁
を
基
礎
と
し
て
、
不
当
な
保
全
処
分
及
び
違
法
な
訴
え
提
起
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
を
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
概
念
に
包

摂
し
、
統
一
的
な
違
法
の
基
準
の
策
定
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
52
）

山
崎
潮

仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
の
命
令
及
び
手
続
に
関
す
る
検
討
事
項
に
対
す
る
各
界
意
見
の
概
要

中

N
B
L三
〇
九
号
一
六

頁
（
昭
和
五
九
年
）。

（
53
）

松
浦
馨

仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
の
改
正
に
つ
い
て

（
四
）
判
時
八
三
七
号
三
頁
以
下
（
昭
和
五
二
年
）。

（
54
）

松
浦
馨
・（
前
注
53
）
参
照
。

（
55
）B

G
H1
9
9
2.

3.
26,

N
J
W19

9
2,

22
9
7,

2
29
8.

（
56
）A

h
re

n
s,

a
a
O.

S.
36

を
参
照
。

（
57
）

両
説
の
紹
介
と
し
て
、
法
律
実
務
講
座
民
事
訴
訟
編
第
二
巻
一
八
八
頁
以
下
参
照
（
昭
和
三
三
年
）。
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（
58
）

法
律
実
務
講
座
民
事
訴
訟
編
第
二
巻
（
前
出
注
57
）
一
八
八
頁
及
び
兼
子
・
松
浦
・
新
堂
・
竹
下
・
条
解
民
事
訴
訟
法
八
六
一
頁

（
昭
和
六
一
年
）
は
本
案
の
請
求
の
全
部
又
は
一
部
の
先
決
関
係
で
足
り
る
と
し
て
い
る
。

（
59
）

法
律
実
務
講
座
民
事
訴
訟
編
（
前
注
57
）
一
八
九
頁
。
兼
子
・
松
浦
・
新
堂
・
竹
下
・
条
解
民
事
訴
訟
法
（
前
出
注
57
）
八
六
〇
頁
。

（
60
）

大
判
昭
和
八
年
六
月
二
〇
日
民
集
一
二
巻
一
五
九
七
頁
。
こ
の
判
決
は
、
本
案
請
求
の
先
決
関
係
に
あ
る
過
去
の
権
利
関
係
に
つ
い

て
の
確
認
請
求
を
本
案
請
求
に
併
合
提
起
し
た
事
案
に
お
い
て
、
こ
れ
を
中
間
確
認
の
訴
え
と
し
て
先
決
性
の
観
点
か
ら
過
去
の
権
利
関

係
に
つ
い
て
も
中
間
確
認
の
利
益
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
61
）

法
律
実
務
講
座
民
事
訴
訟
編
第
二
巻
一
七
五
頁
（
昭
和
三
三
年
）。

（
62
）

新
堂
幸
司
・
民
事
訴
訟
法
第
三
版
補
正
版
七
〇
二
頁
。

（
63
）

兼
子
一
・
新
修
民
事
訴
訟
法
体
系
増
補
版
三
七
九
頁
（
昭
和
四
二
年
）。

（
64
）

最
判
昭
和
三
〇
年
一
二
月
一
日
民
集
九
巻
一
三
号
一
九
〇
七
頁
。

（
65
）

坂
原
正
夫
・（
前
出
注
2
）。

（
66
）

栗
田
陸
雄

法
的
観
点
の
開
示

に
つ
い
て
│
ド
イ
ツ
民
訴
二
七
八
条
の
意
義
│
・
法
学
研
究
五
九
巻
一
二
号
・
伊
東
・
林
脇
・
阿

久
澤
教
授
退
職
記
念
論
文
集
三
一
三
頁
以
下
（
昭
和
六
一
年
）

（
平
成
二
一
年
八
月
稿
）
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